
令和８年５月２５日  

 保護者の皆様 

                             阿久比町教育委員会 

                             教育長 竹 内  淳 

 

新たな防災気象情報についての警報発表時の児童生徒の対応等について 

 

 日頃から阿久比町の教育活動に、ご理解とご協力をいただき厚く感謝申しあげます。 

 さて、阿久比町では暴風・暴風雪警報発表時の児童生徒の登下校について、児童生徒

の安全面を第一に考慮し、以下のように対応をいたします。 

 保護者の皆様におかれましては、何とぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

 なお、以下は、暴風・暴風雪警報発表時の対応についてまとめたものです。 

 

 阿久比町または隣接する全ての市町（半田市・知多市・常滑市・ 

東浦町の全て）に暴風・暴風雪警報が発表された時の対応 

 
前日までに 

 給食中止の連絡あり 

前日までに 

 給食中止の連絡なし 

 午前６時３０分までに 

    警報が解除されたとき 

平 常 授 業 

（弁当持参） 

平 常 授 業 

     （給食あり） 

 午前６時３０分から午前１１時 

  までに警報が解除されたとき 

午後１時までに登校 

（家庭で昼食を食べる） 

午後１時までに登校 

（家庭で昼食を食べる） 

 午前１１時までに 

   警報が解除されないとき 

学 校 休 業 

（自宅学習） 

学 校 休 業 

（自宅学習） 

 
※「特別警報」が解除されたときにつきましては、学校から連絡があるまでの間、自宅

待機とします。 

 

 
担   当  阿久比町教育委員会学校教育課    

電   話   0569-48-1111 (内線1230・1231) 

 



別紙  令和８年度 警報発表時の児童生徒の対応等について 

 

                                 阿久比町教育委員会  

 

１ 「暴風警報・暴風雪警報」が阿久比町または隣接する全ての市町村（半田市・知多市・常滑市

・東浦町の全て）に発表された場合 

 (1) 登校前 

  ア 午前６時３０分までに警報が解除された場合は、平常どおりの授業を実施します。 

  イ 午前６時３０分から午前１１時までに警報が解除された場合には、各家庭で昼食を済ま

せ、午後１時までに登校してください。 

  ウ 午前１１時までに解除されない場合は当日の授業は中止します。 

  ※ 上記ア・イの場合でも、道路の冠水や橋の破損・積雪等により通学路が危険な状況であ

り、登校が危険だと保護者が判断された場合は、登校を見合わせてください。その場合、学

校に速やかにご連絡ください。 

 (2) 登校後（学校に児童生徒がいる場合） 

  ア 安全に帰宅できると認めた場合には、速やかに下校させます。 

  イ 帰宅が困難と認めた場合は、安全が確保されるまで校内の安全な場所に待機させます。 

  ※ 台風や大型の低気圧等の接近が確実と見られ、今後、暴風警報・暴風雪警報発表の可能性

が高い場合は授業を中止し、速やかに下校させることがあります。 

 

２ 「特別警報」「危険警報」が阿久比町または隣接する全ての市町村（半田市・知多市・常滑市

・東浦町の全て）に発表された場合 

「特別警報」に関する情報は、大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪、高潮、河川氾濫、土

砂災害の８種類です。 

※「氾濫特別警報」に関して、阿久比町では「レベル5氾濫発生情報」で発表されます。 
 

「危険警報」に関する情報は、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類です。 

※「氾濫危険警報」に関して、阿久比町は「レベル4氾濫危険情報」で発表されます。 

 

 (1) 登校前 

  ア 登校させないでください。 

イ 特別警報解除後も安全に登校させうると判断し、学校から連絡があるまでは登校させない

でください。 



(2)  登校後（学校に児童生徒がいる場合） 

 ア すぐに授業を中止し、災害の状況及び気象・通学路の状況等に係る情報収集並び 

に児童生徒の生命及び安全を確保する最善の対応（学校留め置き、外部の避難場所への移

動、保護者への引き渡し等）を迅速に行います。 

イ 校内に留め置いた場合は、特別警報解除後も災害の状況及び気象・通学路の状況 

等に係る情報収集に努め、児童生徒を安全に下校させうると判断できるまでは下校させませ

ん。 

３ 「暴風警報・暴風雪警報」「特別警報」が発表されていないが、大雨等異常気象により児童生

徒の安全確保に困難が予想される場合 

   注意報や警報等の気象情報を把握するとともに気象・交通機関及び通学路の状況等を判断

し、臨時休業や授業を中止することがあります。 

 

４ 「大雨警報・大雪警報」「氾濫警報（レベル３氾濫警戒情報）」が阿久比町または隣接する全

ての市町村（半田市・知多市・常滑市・東浦町の全て）に発表された場合（「大雨警報・大雪警

報」「氾濫警報（レベル３氾濫警戒情報）」のみの発表では、休校になりません。） 

 (1) 登校前 

道路の冠水や橋の破損・積雪等により通学路が危険な状況であり、登校が危険だと保護者が

判断された場合は、登校を見合わせてください。その場合、学校に速やかにご連絡ください。

その後、安全が確認されたら登校させてください。 

 (2) 登校後（学校に児童生徒がいる場合） 

  ア 今後の気象状況や通学路等の状況から判断し、授業を中止して速やかに下校させることが

あります。 

  イ 下校が危険だと判断した場合や、今後速やかに回復に向かうと判断した場合は、校内の安

全な場所に待機させます。 

 

※なお、上記３・４に関して、警報等の発表がない場合でも、登校前に道路の冠水や橋の破損・積

雪・雷等により通学路が危険な状況であり、登校が危険だと保護者が判断された場合は、登校を

見合わせてください。その場合、学校に速やかにご連絡ください。その後、安全が確認されたら

登校させてください。 

 

５ 「雷注意報」が阿久比町または隣接する全ての市町村（半田市・知多 市・常滑市・東浦町の全

て）に発表された場合 

(1) 登校前   



基本的には登校しますが、登校が危険だと保護者が判断された場合は、登校を見合わせてく

ださい。その場合、学校に速やかにご連絡ください。その後、安全が確認されたら登校させて

ください。   

  (2) 登校後（学校に児童生徒がいる場合）   

    ア  今後の気象状況や通学路等の状況から判断し、授業を中止して速やかに下校させることが 

あります。   

イ  下校が危険だと判断した場合は、安全に帰宅ができると判断するまで校内に待機させます。 

６ 「津波警報」「大津波警報」が阿久比町に発表された場合 

(1) 登校前 

ア 登校しません。高台などの安全な場所へ避難してください。 

イ 被害がなく解除された場合は、１「暴風警報」または「暴風雪警報」が阿久比町に発表さ 

れた場合の対応と同じです。 

(3) 登校後 

ア 速やかに安全な場所へ避難させます。 

イ 警報解除及び帰宅路等の安全が確認できるまでは、学校または避難場所に待機させます。 

ウ 児童生徒の帰宅については、学校及び避難場所からの引き渡しを原則としますが、安全が 

確認できる場合は、教員が引率して集団下校させることもあります。 

 

７ 「南海トラフ地震臨時情報」が阿久比町に発表された場合 

(1) 阿久比町は、事前避難対象地域に設定されていないため、原則通常通りの授業を行います。 

ただし、登校が危険と判断した場合は、登校を見合わせ、安全が確認されたら登校させてくだ 

さい。 

※「南海トラフ地震臨時情報」とは、南海トラフの東側と西側で地震が時間差で起きる場合が 

あることに着目した仕組みで、気象庁が南海トラフ地震発生の可能性が高まっていることを 

お知らせし、注意を呼びかける情報です。【調査中,巨大地震警戒,巨大地震注意,調査終了】 

の4種類が存在し、発生した事象に応じて発表されます。 

※「事前避難対象地域」とは、後発地震の発生時に津波の到達又は津波到達前に堤防沈下によ 

る浸水で避難が間に合わないおそれがある地域で、県内13市町村が設定しています。 

【阿久比町は対象地域に設定されていません】 

８ 愛知県内にコアラートによるミサイル発射情報が発信された場合の対応について 

(1) 登校前 

ア 登校を止め、身を守る行動をとらせてください。 

イ 情報収集に努め、政府からの指示があればそれに従ってください。 



ウ 安全が確認されたら、登校させてください。 

(2) 登下校中 

①近隣の建物など屋内に避難します。 

②建物がない場合、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守ります。 

(3) 登校後 

ア 直ちに授業を中止し、屋内で身を守る行動をとらせます。 

イ 安全が確認されたら、授業を再開します。 

９  暴風・暴風雪等における学校給食の取り扱い 

(1) 給食中止の決定をした場合 

台風や大型の低気圧等の接近が確実と見られ、「暴風警報・暴風雪警報」発表の可能性が高

い場合は、２日前及び前日の正午ごろに給食の中止を決定し、児童生徒を通じてその旨を家庭

に連絡します。したがって、当日の午前６時３０分に「暴風警報・暴風雪警報」が発表されて

いない場合、当日の給食はありませんので、弁当を持参させてください。 

 (2) 給食中止の決定をしない場合 

   「暴風警報・暴風雪警報」が発表され、当日の午前６時３０分までに解除されない場合は、

給食は実施しません。したがって、その後に解除され授業を行うことが可能となった時は、各

家庭で昼食を済ませ登校させてください。 


